
 

   科 学 技 術 関 係 資 料 整 備 審 議 会 規 則 の 一 部 改 正 （ 新 旧 対 照 表 ） 

   科 学 技 術 関 係 資 料 整 備 審 議 会 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 国 立 国 会 図 書 館 規 則 第 三 号 ） 
改  正  後 （ 平 成 二 十 三 年 十 一 月 一 日 施 行 ） 改  正  前 

   

 

科 学 技 術 情 報 整 備 審 議 会 規 則 

 （ 目 的 及 び 設 置 ） 

第 一 条 国 立 国 会 図 書 館 に お け る 科 学 技 術 情 報 の 整 備 計 画 に つ い

て 、 館 長 の 諮 問 に 答 え 調 査 審 議 す る た め 、 国 立 国 会 図 書 館 に 科 学

技 術 情 報 整 備 審 議 会

 （ 庶 務 ） 

（ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。 

第 六 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 利 用 者 サ ー ビ ス 部 科 学 技 術 ・ 経 済 課 及 び

電 子 情 報 部 電 子 情 報 企 画 課

   

に お い て 処 理 す る 。 
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